
平成２３年１０月２７日

国土交通省水管理・国土保全局

玉来ダム、吉野瀬川ダム、河内川ダム、吾妻川上流総合開発に関する

国土交通省の対応方針について

本日、ダム事業の検証に関して、別紙のとおり玉来ダム、吉野瀬川ダム、河内川ダム、吾妻

川上流総合開発について国土交通省の対応方針を決定いたしましたのでお知らせします。

なお、本件に関する事業評価については、「水管理・国土保全局関係事業における事業評価に

ついて」（http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/h23.html）により、

別途公表しています。

（問い合わせ先）

国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 治 水 課

企画専門官 齋 藤 （内線：35514）

課長補佐 関 （内線：35572）

課長補佐 渕 上 （内線：35672）

（代表）03-5253-8111 （直通）03-5253-8452



別 紙

対応方針等 その理由等

玉来ダム 大分県 継続
・コスト、実現性等から
現計画（玉来ダム案）
が優位であるため

継続

（補助金交付を
継続）

今後の治水対策のあり方に関する有識
者会議のご意見を踏まえ、検討内容は、基
本的に、「中間とりまとめ」（※１）の共通的
な考え方に沿って検討されていると認めら
れる。目的別の総合評価の結果が、現計
画案（玉来ダム案）が優位であり、検討主
体の対応方針「継続」は妥当であると考え
られる。

吉野瀬川
ダム

福井県 継続
・コスト、実現性等から
現計画（吉野瀬川ダム
案）が優位であるため

継続

（補助金交付を
継続）

今後の治水対策のあり方に関する有識
者会議のご意見を踏まえ、検討内容は、基
本的に、「中間とりまとめ」（※１）の共通的
な考え方に沿って検討されていると認めら
れる。目的別の総合評価の結果が、全て
の目的で現計画案（吉野瀬川ダム案）が優
位であり、総合的な評価として、現計画案
（吉野瀬川ダム案）が優位としている検討
主体の対応方針「継続」は妥当であると考
えられる。

河内川ダム 福井県 継続
・コスト、実現性等から
現計画（河内川ダム
案）が優位であるため

継続

（補助金交付を
継続）

今後の治水対策のあり方に関する有識
者会議のご意見を踏まえ、検討内容は、基
本的に、「中間とりまとめ」（※１）の共通的
な考え方に沿って検討されていると認めら
れる。目的別の総合評価の結果が、全て
の目的で現計画案（河内川ダム案）が優位
であり、総合的な評価として、現計画案（河
内川ダム案）が優位としている検討主体の
対応方針「継続」は妥当であると考えられ
る。

吾妻川上流
総合開発

関東地方
整備局

中止

・現計画（ダム方式）は
コスト面、技術的な課
題から進捗する見込
みがないため

中止

（平成23年度をもっ
て）

今後の治水対策のあり方に関する有識
者会議のご意見を踏まえ、検討内容は、
「中間とりまとめ」（※１）についてのパブリッ
クコメントを行った際に有識者会議が示し
た考え方（※２）に沿って検討されたもので
あると認められる。社会経済情勢の変化等
を踏まえた検討結果に基づく検討主体の
対応方針（案）「中止」は妥当であると考え
られる。

※１ 「今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ」（平成22年9月 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議）

※２ 社会情勢の変化等により、検証主体自らが検証対象ダムを中止する方向性で考えている場合には、従来からの手法等
によって検討を行うことができる。
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